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６年 １年以上

歯科医師臨床研修制度は、医師臨床研修の必修化から２年後の平成18年度より、従来の努力義務から必修化
する形で導入された。必修化に伴い、診療に従事しようとする歯科医師は、1年以上、臨床研修を受けなけれ
ばならないとされており、臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医
籍に登録することとされている。（歯科医師法第16条の二・四）

大学入学

歯学専門教育一般教養 臨床実習

ＣＢＴ
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定期試験

臨床研修

国家試験
合格

高校 生涯研修

大学教育（６年間）を経て、国家試験に合格
（歯科医師免許取得）後から、１年以上

研修時期

研修場所研修場所

大学病院（歯科・医科） 厚生労働大臣が指定する
病院又は（歯科）診療所

研修体制研修体制

研修歯科医は、指導歯科医等の指導の下、選択した研修プ
ログラム（臨床研修の目標等）に沿った研修を行う。
研修管理委員会は、研修実施期間や到達目標、臨床歯科医

としての適正を評価し、修了認定を行う。

卒業判定

研修方式研修方式

単独方式と臨床研修施設群方式があり、臨床研修施設
群方式では複数の臨床研修施設と協同で研修を行う。

〈参考：令和５年度〉
研修歯科医の募集数：3422名 国家試験合格者数：2060名
臨床研修施設数（大学病院を含む）：2,947施設

（歯科保健課調べ） 3

歯科医師臨床研修の概要について
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● 歯科医師臨床研修制度は平成18年度に必修化され、省令に基づき5年以内に所要の検討を加え、必要な措置を
講ずることとされている。

臨床研修必修化 ・臨床施設群方式の推進
・申請手続きの簡素化
・研修管理委員会の機能強化
・歯科医師臨床研修制度に対
する理解の推進 等

・到達目標の達成に必要な目標症
例数、研修内容、実施体制等およ
び修了判定の評価項目や評価基準
等を研修プログラムに明記
・報告項目の追加
・研修実績がない臨床研修施設の
指定取消し要件の追加 等

歯科専門職の資質向
上検討会

歯科医師WG

歯科専門職の資質
向上検討会

報告書（H26.3)

歯科医師臨
床研修推進

検討会

歯科医師臨床
研修推進検討

会報告書
（H20.12, 
H21.12）

歯科医師臨床
研修部会意見
書（H21.12)

歯科医師臨
床研修制度
の改正に関す
るワーキンググ
ループ報告書
（R２. 1）

H18 H19 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30H20 H21 H22 R3R2R1 R4
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歯科医師臨床研修制度

R5 R6

歯科医師臨
床研修制度
の改正に関
するワーキン
ググループ
（現在）

・到達目標の見直し
・協力型（Ⅱ）臨床研修施設
の新設

・「単独型」及び「管理型」の指
定基準の見直し

・プログラム責任者講習会の受
講の必須化 等
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歯科医師臨床研修制度のこれまでの主な改正内容

令和３年度改正平成28年度改正平成23年度改正

●到達目標の全面見直し
・「プロフェッショナリズム」と「チーム

医療」の追加
・構成の変更
・「必須」項目と「選択」項目の追加

●研修プログラムの記載事項の追加
・到達目標の達成に必要な症例数と研
修内容等
・修了判定の評価を行う項目と基準

研修内容
について

●協力型（Ⅱ）臨床研修施設の新設
●「単独型」及び「管理型」の指定基準

の見直し
●3年以上研修歯科医の受入れがない

臨床研修施設の取扱いの明確化
●臨床研修施設の指定基準（人員要

件）の取扱いの明確化

●臨床研修施設の指定取消し要件の追
加

・３年以上研修歯科医の受入がないとき
・協力型臨床研修施設にのみ指定され
ている施設が臨床研修施設群から外れ
たとき

●連携型臨床研修施設の新設
（平成22年度までは、単独型臨床
研修施設、管理型臨床研修施設、
協力型臨床研修施設（＋研修協力
施設）の区分で実施）
・臨床施設群方式の推進（グルー
プ化の推進）

臨床研修
施設に
ついて

●プログラム責任者講習会の受講の
必須化

●大学病院の指導歯科医の指導歯科
医講習会受講の必須化

●指導歯科医の更新制

●研修プログラムの評価項目の追加
・研修歯科医の指導体制
・研修歯科医が経験した平均症例数
・予め設定した症例数を達成した研修歯
科医の割合

●研修管理委員会の機能強化（指
導を行う歯科医師等への研修会開
催）

研修指導
体制に
ついて

●マッチ後の異動に関する特例の取扱い
の明確化

●研修歯科医から臨床研修の中断を申
し出る理由の追加

・研修期間中の研究、留学等の多様な
キャリア形成を行うこと

（平成27年度までは妊娠、出産、育児、
傷病等の理由のみ）
※再開の際には、同じ臨床研修施設の

研修プログラムを選択可能とした

●臨床研修施設の指定・年次報告
等の申請の簡素化

その他
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歯科医師の卒前教育、卒後研修に関する直近の見直し時期

近年の
改訂・改正年度

検討を行う場
位置づけ

又は実施根拠

R２
（R４）

H28
（H30）

「モデル・コア・カリキュラム改訂
に関する専門研究委員会」
「モデル・コア・カリキュラム改訂
に関する連絡調整委員会」
（文部科学省）

歯学教育において、全て
の歯科学生が履修すべ
き必要不可欠な教育内
容を提示したガイドライン

歯学教育
モデル・コア・
カリキュラム

モ デ ル ・ コ ア ・ カ リ
キュラムの改訂に合
わせて随時改訂

医道審議会 歯科医師分科会
歯学生共用試験部会
（厚生労働省）

歯科医師法（第４章 第
17条の２）CBT・

OSCE

R３
（R５）

H28
（H30）

医道審議会 歯科医師分科会
歯科医師国家試験制度改善検討
部会
（厚生労働省）

歯科医師法（第３章 第９
条～第16条）歯科医師国家試

験

R１
（R３）

H26
（H28）

医道審議会 歯科医師分科会
歯科医師臨床研修検討部会
（厚生労働省）

歯科医師法（第３章の２
16条の２～６歯科医師臨床研

修

卒
前

卒
後

※( )内は施行年度

〇 歯科医師臨床研修の直近の見直しは令和元年度であるが、卒前教育のモデル・コア・カリキュラムは令和２
年度、歯科医師国家試験の出題基準は令和３年度である。
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（厚生労働省医政局長通知 令和３年 医政発0331第75号）

A. 歯科医師としての基本的価値観

（プロフェッショナリズム）

１ 社会的使命と公衆衛生への寄与

２ 利他的な態度

３ 人間性の尊重

４ 自らを高める姿勢

B. 資質・能力

１ 医学・医療における倫理性

２ 歯科医療の質と安全の管理

３ 医学知識と問題対応能力

４ 診療技能と患者ケア

５ コミュニケーション能力

６ チーム医療の実践

７ 社会における歯科医療の実践

８ 科学的探究

９ 生涯にわたって共に学ぶ姿勢

C. 基本的診療業務

１ 基本的診療能力等

(1)基本的診察・検査・診断・診療計画

(2)基本的臨床技能等

(3)患者管理

(4)患者の状態に応じた歯科医療の提供

２ 歯科医療に関連する連携と制度の理解等

(1)歯科専門職間の連携

(2)多職種連携、地域医療

(3)地域保健

(4)歯科医療提供に関連する制度の理解

歯科医師臨床研修の到達目標の構成
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